
 

＜ハローワークにおける高卒求人の流れ＞ 

 

６月１日以降 ハローワークにおける求人受理・確認のための受付 

  ・人事・採用権がある事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出 

 

 

７月１日以降 ハローワークで確認した求人票を事業主に返戻 

 ・推薦依頼校がある場合は、求人票（写）を各高校へ送付してください。 

・応募前職場見学（夏休み期間など学業に影響のない日等） 

 

９月５日以降 推薦開始 

 ・学校から応募書類（全国高等学校統一用紙）が提出されます。 

※「全国高等学校統一用紙」以外の応募書類（社用紙等）は一切求めないで 

ください。 

 

９月１６日以降 採用選考・内定開始 

 ・採否は選考後速やかに決定し、学校に連絡するとともに生徒（本人）に対して 

も学校を通じて連絡してください。 

※求人内容の変更や募集の終了、充足の場合には、必ずハローワークまでご連 

絡ください。 

 

就業開始日 就業開始（実習・研修を含む）時期は卒業後（4/1以降が望ましい）としてください。 

 

 

＜求人としてお取り扱いできないもの＞ 

 

次のような求人募集は、原則として受理できません。 

＊ 完全歩合制、出来高制で保証給のない賃金体系のもの 

＊ 採用直後に子会社または関連会社等への移籍出向等を前提としたもの 

＊ 企業グループ（関連企業）で一括して募集するもの 

＊ 雇用関係がないもの 

＊ その他法令に抵触するもの（労働基準法、職業安定法など） 


